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はじめに 

 
近年、グローバル化や産業変化、科学・技術・技能の著しい進展等により、既存の在

職者や新規採用者に求めるスキルが大きく変化しつつある。こうした中、企業の求め

る生産性向上等に対応できる人材の育成は、産業動向に対応し、求める技能・技術やそ

の周辺技術範囲等的確に捉え、求める人材像を把握することが極めて重要である。 

さらに、これらの人材育成プログラムは、把握した人材像を育成する教科目、教科内

容、習得プロセス等の設定や見直しを不断におこなう必要がある。職業能力開発促進

法において定められている職業訓練の基準は、職業訓練を公的に品質保証するための

重要な基準として運用されている。この基準には、高度職業訓練を実施するにあたっ

ての標準的な内容を示すとともに設置科に求められる最低限必要となる内容を示し、

全体の訓練時間の半数以上をもって規定している。各公共職業能力開発施設において

は、この基準に従って職業訓練を実施するが、加えて地域ニーズや産業ニーズ等を勘

案し、弾力的な運用を規定外の訓練時間を活用しておこなっている。 

厚生労働省は、平成１８年度から職業能力開発促進法施行規則に普通課程の普通職

業訓練の基準の見直しを進めているところである。加えて平成２４年度から４年間の

計画で、専門課程及び応用課程の高度職業訓練の全ての専攻科の教科の細目、設備の

細目及び技能照査の基準の見直し作業を実施した。その後、平成２８年度から再度４

年計画で同専攻科の全ての見直しをすることとした。 

本研究は、厚生労働省人材開発統括官より、技術進歩の速い分野の専攻科を順次見

直す方針に従って、令和元年度では、繊維・繊維製品、物流、サービス、食品、化学、

エネルギー分野を対象とし、高度職業訓練に係る職業訓練基準の見直しに必要な基礎

資料を厚生労働省の職業能力開発専門調査員会へ提供することとしたものである。 

見直しにあたっては、全国の国、都道府県そして民間認定の職業能力開発施設から

研究会委員を招聘して、産業動向、ヒアリング調査結果や研究会の議論等を踏まえ取

りまとめをおこなった。この研究が、高度職業訓練実施機関の実施・運営において一助

となれば幸いである。最後に、本研究にご尽力、ご教示いただいた産業界、全国の職業

能力開発施設職員、研究会委員、厚生労働省関係各位に心より感謝の意を表すると共

に、当センターは、我が国の人材開発事業の発展に微力ながら努めて参りますので、引

続きご協力を賜りますようお願い申し上げる。 
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